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項目
（最大被害等）

（着手・完成）／
（復旧箇所・復旧費）

進捗率

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと，県民の命
と生活を守り，震災を乗り越え，更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

項目
（最大被害等）

（着手・完成）／
（復旧箇所・復旧費）

進捗率

道路・橋梁施設

（復旧工事）

被災箇所数：
道路 1,437箇所
橋梁 128箇所

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約95%
完成率 約70％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約52%
完成率 約32％

復旧事業の概要
期 間 H23～27年度
復旧費 約842億円

河川施設
（復旧工事）

復旧事業の概要
期 間 H23～27年度
復旧費 約2,420億円

海岸保全施設
（復旧工事）

被災箇所数：
74施設

復旧事業の概要
期 間 H23～27年度
復旧費 約797億円

砂防・地滑・急傾
斜施設

（復旧工事）

被災箇所数：
9施設

復旧事業の概要
期 間 H23～24年度
復旧費 約8億円

下水道施設
（復旧工事）

被災箇所数：
121箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～25年度
復旧費 約402億円

港湾施設
（復旧工事）

被災箇所数：
292箇所

公共土木施設の復旧工事の進捗状況（公共土木施設災害復旧事業 : 県事業 ）
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公共土木施設
(道路,橋梁,河川,海岸,
砂防,下水道,港湾,公園)

被災箇所数：
2,352箇所

復旧事業の概要
期 間 H23～27年度
復旧費 約5,376億円
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【平成25年12月末現在】

箇所
ﾍﾞｰｽ

沿岸部 着手率 完成率

箇所ﾍﾞｰｽ 約86% 約
46％
金額ﾍﾞｰｽ 約35% 約
12％

凡例

着手

完成

箇所
ﾍﾞｰｽ

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約93%
完成率 約67％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約19%
完成率 約2％

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約80%
完成率 約1％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約34%
完成率 約0.2％

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約89%
完成率 約89％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約99%
完成率 約98％

復旧事業の概要
期 間 H23～27年度
復旧費 約884億円

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約

100%
完成率 約99％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約92%
完成率 約91％

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約65%
完成率 約22％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約40%
完成率 約9％

箇所ﾍﾞｰｽ
着手率 約91%
完成率 約63％

金額ﾍﾞｰｽ
着手率 約37%
完成率 約14％
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内陸部 着手率 完成率

箇所ﾍﾞｰｽ 約99% 約96％
金額ﾍﾞｰｽ 約89% 約83％
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災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の進捗状況

【平成25年12月末現在】
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平成24年度の一般競争入札1,409件（全業種）
（落札件数998件，不調件数411件，不調率29.2%）

●平成25年3月31日現在の未着手工事箇所数・・66件 (実不調率6.2%)

●平成26年1月31日現在の未着手工事箇所数・・10件 (実不調率0.9%)
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入札不調となった工事については，入札参加者の地域要件や入札方式等を見直しながら，再
度入札を行うことにより，ほぼ契約に至っております。

平成２４・２５年度入札不調及び実不調率について

平成25年度の一般競争入札794件（全業種）
（落札件数590件，不調件数204件，不調率25.7%）

●平成25年11月30日現在の未着手工事箇所数・・72件 (実不調率10.9%)

※実不調率＝未着手工事箇所数÷(落札件数＋H25.3.31時点での未着手工事箇所数)

※平成24年11月30日現在の実不調率 17.5％
※実不調率＝未着手工事箇所数÷(落札件数＋H2511.30時点での未着手工事箇所数)
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平成25年度入札不調の現状及び更なる入札不調対策

（１）沿岸部における大型
土木工事の不調対策

（２）災害公営住宅工事の
不調対策

（３）入札不調のモニタリン
グ，不調原因の分析

○１１月以降，比較的高い不
調率が続く

○大規模工事での入札不調
が増加

○土木工事（河川・海岸災害
復旧工事等）の入札不調
が多い

○最近はＷＴＯ対象工事
（１９．４億円／件～）や災
害公営住宅工事でも入札
不調が発生

■入札不調の現状 ■更なる入札不調対策
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（１）沿岸部における大型土木工事の不調対策（新たな対策を列挙）

■ 企業が応札しやすい環境整備
①発注見通しの早期公表（平成26年4月→同2月）

・大規模な河川・海岸災害復旧工事等（沿岸部，復旧・復興を優先）
②入札参加条件（県外企業等の参入機会）の拡大

・ＷＴＯ対象における不調発生工事等において，単独を加えた混合
入札を実施検討

①発注見通しの早期公表（平成26年4月→同2月）
・大規模な河川・海岸災害復旧工事等（沿岸部，復旧・復興を優先）

②入札参加条件（県外企業等の参入機会）の拡大
・ＷＴＯ対象における不調発生工事等において，単独を加えた混合
入札を実施検討

■ 技術者等の確保
③発注ロットの更なる大型化

・地域特性や工事特性を反映
④発注時期の調整・平準化，適正工期の設定

・年度末の特例的入札の実施（工事の端境期対策）
・平成28年度以降の工期設定（平成26年度公告案件以降）

③発注ロットの更なる大型化
・地域特性や工事特性を反映

④発注時期の調整・平準化，適正工期の設定
・年度末の特例的入札の実施（工事の端境期対策）
・平成28年度以降の工期設定（平成26年度公告案件以降）

■ 市場の実勢等を反映した予定価格の設定，

適切な設計変更の徹底
⑤地域特性，現場条件を踏まえた施工計画・仮設計画，積算の徹底

・気仙沼地区，東部（石巻）地区，離半島部等における配慮・工夫等
⑥国の新たな施工確保対策を踏まえた早急な実施，市町村・関係業界への周知徹底

・設計労務単価の改訂，間接工事費の被災地補正，単品スライド簡素化等

⑤地域特性，現場条件を踏まえた施工計画・仮設計画，積算の徹底
・気仙沼地区，東部（石巻）地区，離半島部等における配慮・工夫等

⑥国の新たな施工確保対策を踏まえた早急な実施，市町村・関係業界への周知徹底
・設計労務単価の改訂，間接工事費の被災地補正，単品スライド簡素化等
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（２）災害公営住宅工事の不調対策

■企業が応札しやすい環境整備
①入札参加条件（県外企業等の参入機会）の拡大

・県内本社又は復興ＪＶ → 県内営業所又は復興ＪＶ

①入札参加条件（県外企業等の参入機会）の拡大
・県内本社又は復興ＪＶ → 県内営業所又は復興ＪＶ

■ 技術者等の確保
②建築・設備工事における発注ロットの工夫

・建築・設備工事や複数地区の工事の一括発注等

②建築・設備工事における発注ロットの工夫
・建築・設備工事や複数地区の工事の一括発注等

■ 市場の実勢等を反映した予定価格の設定，

適切な設計変更の徹底
③実勢価格とかい離のある設計単価における見積り単価の適用③実勢価格とかい離のある設計単価における見積り単価の適用
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（３）入札不調のモニタリング，不調原因の分析

■ 関係部局と連携したリアルタイムの入札モニタリング
■ 事務所ヒアリングによる地域特性の分析
■ 建設業界との意見交換
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復興まちづくりの加速化について

●市町間の事業の進捗差，課題の多様化
への対応

●マンパワー不足への対応

●ワーキンググループの設置(H25.7~)

●積極的な活用に向けた支援

●各種事業が錯綜し，事業間調整が必要
●被災者が復興事業の進捗を実感できる

ことが必要

資料５

■ 市町毎の状況に応じたきめ細やかな支援

■ 復興まちづくりの事業調整と見える化

■ 非居住地（防集移転元地等）の利活用の支援

●土木部市町支援チームの派遣(H26.1~)

●事業実施や進行管理に対する支援
●制度拡充等に関する調整
●技術的支援（各種事業勉強会の開催等）
●CM方式導入や大規模ロット発注などに向

けた助言や指導

●任期付き職員の採用派遣

●「復興まちづくり事業カルテ」の作成
●情報提供方法の多様化(H25.5~)

・ホームページでの公開
・市町庁舎，県土木事務所での掲示
・仮設住宅の集会所，商業施設での掲示

●移転元地の利用計画の策定が必要
●沿岸部の広大な公有地の有効活用が

必要


